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※ 控えが必要な場合は 2 部ご提出ください。 

 

確認済証交付時点で施工者が未選定

の場合又は施行者に変更・増減があ

った場合に提出してください。 
 

提出時期 選任：工事着工前迄 

   追加/変更：完了検査申請前迄 

提出部数 1 部（※） 

工事中に建築主の変更・増減が生じ

た場合に提出してください。 
 

提出時期 確認済証交付後 

     ～完了検査申請引受前迄 

提出部数 1 部（※） 

確認申請・検査申請を交付前に取り

下げる場合に提出してください。 
 

提出時期 確認/検査申請引受後 

     ～確認済証/検査合格証 

     交付前迄 

提出部数 2 部 

建築物省エネ法に係る軽微変更が生

じた場合に提出してください。 

 

提出時期 完了検査申請時 

提出部数 1 部（※） 

確認済証交付時点で監理者が未選定

の場合又は監理者に変更・増減があ

った場合に提出してください。 
 

提出時期 選任：工事着工前迄 

   追加/変更：完了検査引受前迄 

提出部数 1 部（※） 

建築基準法施行規則第 3 条の 2 に該

当する軽微な変更が生じた場合に提

出してください。 

 

随時又は中間/完了検査申請時 

提出部数 1 部（※） 

確認済証交付後、工事を取り止める

場合に提出してください。 

 

提出時期 確認済証交付以降 

提出部数 2 部 

建築物省エネ法に係る軽微変更のう

ちルート C に該当するものが生じた

場合に予め手続きをおこなってくだ

さい。 

 

手続時期 完了検査申請前迄に証明

書発行 

 

 

 

https://www.j-eri.co.jp/gyoumu/kenchikukakuninkensa/shoruidl_main_todokede.html 
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▼ ▼ 

https://www.j-eri.co.jp/yoyaku.html 

 

  


